
京 都 大 学 研 究 連 携 基 盤 要 項 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

 
（前 略） 

第２ 基盤は、次の各号に掲げる業務を行う。 
(1) 研究所等（別表に掲げるものをいう。以下同

じ。）の連携の強化及び支援に関すること。 
(2) 本学における学際的研究の推進及び支援に

関すること。 
(3) 研究所等における研究者育成の推進及び支

援に関すること。 
（中 略） 
 
 

別表 
化学研究所 
人文科学研究所 
医生物学研究所 
エネルギー理工学研究所 
生存圏研究所 
防災研究所 
基礎物理学研究所 
経済研究所 
数理解析研究所 
複合原子力科学研究所 
東南アジア地域研究研究所 
iPS細胞研究所 

 
学術情報メディアセンター 
生態学研究センター 
野生動物研究センター 
フィールド科学教育研究センター 
ヒト行動進化研究センター 
高等研究院物質―細胞統合システム拠点 
  

 
 
第２ 

(1) 
 
 
(2) 
 
(3） 
 

附 則（令和８年３月総長裁定） 
この要項は、令和８年４月１日から実施する。 

別表 
化学研究所 
人文科学研究所 
医生物学研究所 
エネルギー理工学研究所 
生存圏研究所 
防災研究所 
基礎物理学研究所 
経済研究所 
数理解析研究所 
複合原子力科学研究所 
東南アジア地域研究研究所 
iPS細胞研究所 
ヒト行動進化研究所 
学術情報メディアセンター 
生態学研究センター 
野生動物研究センター 
フィールド科学教育研究センター 

 
高等研究院物質―細胞統合システム拠点 
  

 

（同 左） 


